
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
性
別
役
割
分
業
や
、
そ
れ
と
深
く
関
わ
る
性
差
別
に
関
す
る
事
項
は
、
性
別
役
割
分
業
社
会
か
ら
男
女

共
生
社
会
へ
の
転
換
を
夢
み
、
女
性
解
放
を
め
ざ
す
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
共
通
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
特
に
、
一
九
七
○
年
代
の

女
性
学
の
登
場
と
と
も
に
、
性
差
別
、
性
別
役
割
分
業
に
関
す
る
数
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
［
江
原
一
九
九
六
］
、
近
年
の
山
根
や
宮

坂
に
よ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー
の
中
で
は
、
日
本
に
お
け
る
性
別
役
割
分
業
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
［
山

根
一
九
九
八
］
［
宮
坂
一
九
九
九
］
。
山
根
は
、
性
役
割
を
主
題
と
し
た
実
証
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
「
女
性
学
、
フ
ェ
ミ
’
一
ズ
ム
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
に
と
っ
て
性
役
割
が
維
持
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
社
会
構
造
と
の
関
連
で
解
明
す
る
こ
と
は
主
要
な
問
題
関
心
の
一
つ
で
あ

る
」
と
し
、
「
七
○
年
代
の
上
子
の
調
査
研
究
が
役
割
理
論
、
認
知
理
論
の
検
証
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
八
○
年

代
以
降
の
研
究
で
は
女
性
役
割
変
更
へ
の
問
題
意
識
が
明
瞭
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
九
○
年
代
に
な
る
と
男
性
役
割
変
更
、
性
別
役
割
分

業
の
多
元
性
な
ど
の
問
題
意
識
が
登
場
し
て
き
て
い
る
」
と
、
性
別
役
割
分
業
に
対
す
る
研
究
者
の
問
題
意
識
が
時
期
に
と
も
な
っ
て
変
化
し

論
説性

別
役
割
分
業
の
維
持
メ
カ
ニ
ズ
ム

一
は
じ
め
に
ｌ
「
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
」
と
い
う
視
点

ｌ
「
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
」
と
い
う
役
割
意
識
Ｉ

キ
ー
ワ
ー
ド
叩
性
別
役
割
分
業
経
済
的
責
任
者
夫
の
義
務

李
環
媛
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て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
［
山
根
一
九
九
八
］
。

こ
こ
で
は
、
性
別
役
割
分
業
意
識
の
規
定
要
因
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
性
別
に
基
づ
く
役
割
分
業
意
識
の
み
で
は
な
く
、
複
数
の
次
元
で

分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
、
山
田
・
瀬
地
山
と
大
和
に
よ
る
研
究
を
中
心
に
考
察
し
次
に
進
み
た
い
。
山
田
・
瀬
地
山
は
、
「
男
女
平
等
」

が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
わ
り
に
は
、
女
性
と
男
性
を
め
ぐ
る
現
実
の
役
割
配
分
の
パ
タ
ー
ン
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
指
摘
し
、
実

態
の
変
容
が
進
ま
な
い
現
実
を
、
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
と
い
う
二
つ
の
次
元
で
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
分
析
の
結
果
、
「
人
々
に
お
け

る
性
役
割
配
分
は
、
マ
ク
ロ
領
域
（
社
会
一
般
・
建
て
前
の
支
配
す
る
領
域
）
と
ミ
ク
ロ
領
域
（
自
分
の
職
場
や
家
庭
と
い
っ
た
身
近
な
領
域
・
本

音
が
出
や
す
い
領
域
）
で
は
、
異
な
る
性
役
割
規
範
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
。
マ
ク
ロ
領
域
で
は
男
女
平
等
の
意
識
に
基
づ
く
規
範
に
よ
っ
て
、

ミ
ク
ロ
領
域
で
は
個
人
の
能
力
や
志
向
性
と
い
っ
た
個
人
差
に
基
づ
く
規
範
に
よ
っ
て
性
役
割
の
配
分
が
な
さ
れ
る
。
ミ
ク
ロ
な
し
ベ
ル
の
役

割
配
分
は
マ
ク
ロ
な
性
役
割
と
は
別
の
原
理
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
支
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
表
面
的
に
は
男
女
平
等
意
識
が
肯
定
さ

れ
な
が
ら
、
職
場
で
は
男
性
優
位
・
女
性
劣
位
、
家
庭
で
は
夫
仕
事
・
妻
家
事
と
い
う
基
本
構
造
が
変
わ
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
［
山

田
・
瀬
地
山
一
九
八
八
］
。
さ
ら
に
、
山
田
は
、
家
族
に
お
け
る
愛
情
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
こ
そ
近
代
家
族
を
支
え
る
一
つ
の
装
置
で
あ
る
と
し
、

「
近
代
社
会
は
、
そ
の
成
立
当
初
か
ら
家
族
の
責
任
負
担
と
愛
情
と
を
結
合
さ
せ
る
言
説
を
用
意
し
て
い
た
。
『
家
族
責
任
の
負
担
Ⅱ
愛
情
』
と

い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
安
定
す
る
た
め
に
は
、
家
族
で
あ
れ
ば
愛
情
が
自
然
と
湧
く
は
ず
だ
と
い
う
も
う
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
補

強
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
［
山
田
一
九
九
四
ユ
ハ
五
’
六
八
］
。
そ
し
て
、
女
性
が
家
族
の
た
め
に
家
事
や
育
児

を
全
う
す
る
こ
と
は
家
族
へ
の
愛
情
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
山
田
の
指
摘
を
は
じ
め
と
し
て
、
家
事
・
育
児
を
女
性
が
担
っ
て
し
ま
う
仕
組
み

を
愛
情
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
試
み
が
、
大
和
、
島
、
西
村
の
研
究
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
［
大
和
一
九
九
五
］
［
島
一
九

九
九
］
［
西
村
二
○
○
○
］
。
現
代
日
本
に
お
い
て
女
性
の
家
事
育
児
役
割
が
根
強
く
維
持
さ
れ
て
い
る
理
由
を
、
性
別
役
割
分
業
意
識
の
複

数
の
次
元
か
ら
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
た
大
和
は
、
「
性
に
よ
る
役
割
の
振
り
分
け
」
と
「
愛
に
よ
る
再
生
産
役
割
」
と
い
う
二
つ
の
次
元
を

提
示
し
、
性
に
よ
る
次
元
で
は
女
性
の
家
事
・
育
児
役
割
に
否
定
的
な
人
で
も
、
愛
に
よ
る
次
元
で
は
そ
れ
を
肯
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
二
つ

の
次
元
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
性
別
役
割
が
流
動
化
し
、
男
女
の
平
等
意
識
が
広
ま
っ
て
い
る
現
在
に
お
い
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こ
の
よ
う
に
山
田
・
瀬
地
山
は
、
社
会
と
家
庭
と
の
間
に
存
在
す
る
性
役
割
分
業
観
の
多
次
元
性
を
、
大
和
や
島
は
、
妻
が
遂
行
す
る
家

事
・
育
児
役
割
に
お
け
る
性
別
役
割
分
業
意
識
の
多
次
元
性
を
指
摘
し
、
現
代
の
日
本
に
お
け
る
性
別
役
割
分
業
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
性
別

役
割
分
業
的
、
脱
性
別
役
割
分
業
的
と
い
う
ふ
う
に
二
分
法
的
な
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
を
示
し
て
い
る
。

現
在
、
性
別
役
割
分
業
に
関
す
る
意
識
調
査
を
み
る
と
、
「
夫
は
外
で
働
き
、
妻
は
家
庭
を
守
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
に
賛
成
す

（
１
）

る
人
は
、
年
々
減
少
し
て
お
り
、
女
性
も
働
く
方
が
よ
い
と
い
う
考
え
方
を
支
持
す
る
人
は
増
え
て
い
る
。
実
際
に
結
婚
・
出
産
後
に
も
働
き

続
け
る
女
性
が
増
え
て
お
り
、
「
女
は
家
庭
」
と
い
う
意
識
や
形
態
は
変
化
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
男
は
仕
事
」
と
い
う
男
性
を

め
ぐ
っ
て
の
実
態
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
既
婚
の
男
性
が
家
事
や
育
児
を
す
る
時
間
と
量
は
極
め
て
わ
ず
か
で
あ
る
現
状
は
周
知
の

と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
近
年
は
、
既
婚
の
男
性
に
家
事
や
育
児
に
参
加
す
る
こ
と
を
呼
び
掛
け
る
声
が
高
ま
っ
て
お
り
、
男
性
自
身
も
、
家

庭
生
活
に
参
加
で
き
な
い
状
況
に
肩
身
の
狭
い
思
い
を
強
い
ら
れ
る
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
九
九
九
年
三
月
に
厚
生
省
か
ら
発
表
さ
れ

反
斡
を
呼
ん
だ
、
「
育
児
を
し
な
い
男
を
、
父
と
は
呼
ば
な
い
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
苦
笑
し
た
男
性
も
多
い
と
聞
く
。
既
婚
の
男
性
が
家

事
や
育
児
に
参
加
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
要
因
と
し
て
常
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
男
性
の
労
働
時
間
の
驚
異
的
な
長
さ
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
で
は
な
ぜ
、
男
性
の
労
働
時
間
が
長
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
背
景
を
考
え
た
際
、
一
家
の
稼
ぎ

柱
と
し
て
の
男
性
像
が
浮
か
び
上
が
る
。
「
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
」
と
い
う
男
性
像
こ
そ
、
長
時
間
労
働
を
支
え
る
一
つ
の
要
因
な
の

て
、
「
愛
に
よ
る
再
生
産
役
割
」
の
次
元
が
分
化
し
て
き
た
こ
と
が
、
女
性
の
家
事
育
児
役
割
を
肯
定
す
る
意
識
を
維
持
・
補
強
し
て
い
る
と

指
摘
し
て
い
る
［
大
和
一
九
九
五
］
。
島
は
、
性
別
役
割
分
業
の
消
滅
に
は
、
「
家
事
は
情
緒
的
な
存
在
で
あ
る
女
性
が
愛
情
を
込
め
て
担
う

べ
き
」
と
い
う
意
識
の
否
定
こ
そ
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
性
別
役
割
分
業
を
解
消
す
る
た
め
の
現
実
的
で
望
ま
し
い
方
法
は
、
家
族
に

対
す
る
愛
情
表
現
が
女
性
の
み
で
な
く
男
性
に
対
し
て
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
女
性
の
情
緒
性
放
棄
で
は
な
く
、
男
性
の
情
緒
性
獲
得

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
［
島
一
九
九
九
］
。

今
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
就
業
し
て
い
る
既
婚
女
性
が
「
仕
事
に
、
家
事
も
育
児
も
」
引
き
受
け
て
し
ま
う
理
由
（
い
い
か
え
れ
ば
既

－95－



こ
こ
で
図
ｌ
の
よ
う
に
現
状
況
を
示
し
て
み
た
。
図
１
の
①
の
領
域
は
性
別
役
割
分
業
体
制
が
定
着
し
て
い
る
領
域
で
あ
る
。
③
の
領
域
は

脱
性
別
役
割
分
業
体
制
が
定
着
し
て
現
れ
る
領
域
で
あ
る
。
現
在
の
日
本
は
①
の
領
域
か
ら
②
の
領
域
へ
移
行
す
る
と
い
う
変
化
の
プ
ロ
セ
ス

を
た
ど
っ
て
い
る
。
性
別
役
割
分
業
体
制
か
ら
脱
性
別
役
割
分
業
体
制
へ
の
移
行
は
、
①
の
領
域
か
ら
③
の
領
域
へ
と
移
行
し
た
時
点
で
終
了

す
る
。
現
在
の
日
本
は
①
の
領
域
か
ら
②
の
領
域
へ
移
行
し
つ
つ
あ
る
の
で
、
②
の
領
域
か
ら
③
の
領
域
へ
の
移
行
は
「
男
は
仕
事
Ⅱ
経
済
的

責
任
者
」
と
い
う
役
割
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
。

滴解

現
在
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
を
め
ざ
し
て
実
現
す
べ
き
目
標
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
「
男

も
女
も
、
仕
事
も
家
庭
も
」
と
い
う
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
「
女
は
家
庭
Ⅱ
女
は
家

事
・
育
児
の
責
任
者
」
と
い
う
役
割
だ
け
で
な
く
、
「
男
は
仕
事
Ⅱ
男
は
経
済
的
責
任
者
」
と
い
う
役
割
も
変
わ
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く

｢女は家庭」る
○

維持

｢ﾘjは仕判維掛

②

婚
男
性
が
家
事
・
育
児
に
参
加
し
な
い
理
由
）
と
し
て
、
家
事
や
育
児
は
向
き
不
向
き
が
あ
り
、

男
性
に
比
べ
る
と
女
性
の
方
が
向
い
て
い
る
と
す
る
志
向
性
や
、
好
き
嫌
い
と
い
う
趣
味
的

価
値
判
断
の
視
点
［
山
田
・
瀬
地
山
一
九
八
八
］
、
家
族
や
子
ど
も
の
た
め
に
家
事
・
育
児

上到
に
勤
し
む
妻
と
母
の
働
き
を
愛
情
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
［
山
田
一
九
九
四
［
大
和
一
九
九
五
］

細
と
し
て
受
容
し
て
き
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
理
由
を
、
志
向
性
や

鮴
趣
味
的
価
値
判
断
、
愛
情
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
で
説
明
し
た
こ
と
が
、
か
え
っ
て
既
婚
男
性

粉
が
家
事
・
育
児
に
参
加
し
な
い
（
ま
た
は
で
き
な
い
）
理
由
を
正
当
化
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

圭
口

州
役
と
し
て
働
い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
、
性
別
役
割
分
業
を
変
え
さ
せ

即
る
の
に
最
も
足
伽
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
女
性
に
期
待
さ
れ
て
い
る
家
事
・
育
児
役
割
で
あ

る
と
し
が
ち
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
男
性
に
期
待
さ
れ
て
い
る
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
役

割
も
性
別
役
割
分
業
の
変
化
を
妨
げ
る
足
柳
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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一
つ
、
役
割
を
振
り
分
け
る
基
準
と
し
て
性
別
の
側
面
に
加
え
、
夫
妻
（
父
母
）
と
し
て
の
役
割
遂
行
は
家
族
へ
の
義
務
で
あ
る
と
す
る
義

務
の
側
面
や
、
夫
妻
（
父
母
）
と
し
て
の
役
割
遂
行
は
家
族
へ
の
愛
情
の
し
る
し
で
あ
る
と
す
る
愛
情
の
側
面
を
取
り
入
れ
た
分
析
枠
組
み
を

設
定
し
た
。
意
識
の
面
で
は
性
別
役
割
分
業
意
識
に
反
対
す
る
も
の
の
、
男
女
各
自
行
う
べ
き
役
割
を
義
務
や
愛
情
と
い
っ
た
性
別
と
は
異
な

る
変
数
に
基
づ
い
て
認
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
性
別
役
割
分
業
を
支
持
し
て
し
ま
う
意
識
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み

る
。
質
問
項
目
は
項
目
１
か
ら
Ⅳ
ま
で
の
一
七
項
目
で
あ
る
。

本
調
査
で
、
分
析
軸
と
し
て
義
務
と
愛
情
を
取
り
入
れ
た
理
由
は
、
女
性
の
家
庭
役
割
に
関
す
る
最
近
の
研
究
動
向
が
、
愛
情
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
を
分
析
軸
に
し
て
い
た
こ
と
が
理
由
の
一
つ
で
、
男
性
の
経
済
的
役
割
に
関
し
て
も
同
様
な
軸
で
分
析
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
総
務
庁
の
家
計
調
査
に
よ
る
妻
の
収
入
が
世
帯
の
実
収
入
に
占
め
る
割
合
を
み
る
と
、
平
成
一
○
年
の
労
働
者
世
帯
実
収
入
は
、
一

世
帯
当
た
り
一
ヶ
月
平
均
五
八
八
、
九
一
六
円
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
世
帯
主
の
配
偶
者
の
女
性
つ
ま
り
妻
の
収
入
は
五
五
、
九
一
六
円
で
、

世
帯
の
中
で
妻
の
収
入
が
当
該
世
帯
の
実
収
入
に
占
め
る
割
合
は
九
・
五
％
で
あ
る
。
妻
の
収
入
が
世
帯
実
収
入
の
一
割
に
も
満
た
な
い
こ
と

や
、
夫
の
収
入
が
増
え
る
ほ
ど
妻
が
職
業
を
や
め
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
な
ど
は
［
経
済
企
画
庁
国
民
生
活
局
編
一
九
九
八
］
、
社
会
の
構
造
的

問
文
に
つ
い
て
は
略
語
を
用
い
る
）
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
、
男
性
に
期
待
さ
れ
て
い
る
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
役
割
を
め
ぐ
る
意
識
構
造
の
多
次
元
性
を

さ
ぐ
る
こ
と
で
、
性
別
役
割
分
業
意
識
の
維
持
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
分
析
を
行
っ
た
。

本
稿
で
は
、
性
別
役
割
分
業
意
識
を
測
定
す
る
た
め
に
表
１
の
よ
う
な
項
目
を
準
備
し
、
以
下
の
よ
う
に
二
つ
の
枠
を
設
定
し
た
（
以
下
質

二
本
研
究
の
分
析
枠
組
み
と
調
査
概
要

（
｜
）
調
査
の
分
析
枠
組
み
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表1質問項目リスト
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質 ｜川文 略語

１
２
３
４
５
６
７
８
９

10

11

'2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである

夫も妻も同じく職業を持ち、同じく家事や育児を分担すべきである

夫が経済的責任を全うすることは家族への義務である

妻が家事・育児の黄任を全うすることは家族への義務である

夫が経済的責任を全うすることは家族への愛情のしるしである

妻が家事・育児の責任を全うすることは家族への愛情のしるしであ

る

女性は職業を持つのもよいが、子どもを生み育てることが股も砿要

である

男性は家事・育児をするのもよいが、経済的責任を持つことが最も

重要である

妻が職業を持つ場合でも、家事・育児はすべて妻の責任である

妻が職業を持っており収入があっても、家族扶養の責任は夫にある

夫も場合によっては、子どものllt話や料理、掃除、洗濯などの家事

をすべきである

男性が洗濯や食事の支度などの家事をするのはみにくい

なんといっても、女性の本分は良妻腎母になることである

なんといっても、男性の本分は立身出世することである

経済的に安定している場合は、妻は職業を持つ必要はない

経済的理由で妻が就業しなければならないとしたら、夫の体面が傷

つくと思う

妻の収入が夫より多いと、夫は劣等感を持つだろう

女性もすべての領域で男性と同等に競争する能力を持っている

能力が同等である場合は、女性より男性を就職させるべきである

男女で構成する集団のなかで、男性が最高指導者の地位を占めるの

は当然である

男性と女性との間に給料や地位の差があるのは当然である

男性には扶養家族があるため、たとえ、女性と同じ仕事をしても男

性がより多くの給料をもらうべきである

職業を持つ妻は、夫の都合にあわせていつでも職業をやめるべきで

ある

小さい子どものいる母親は、働くことが子どもにとってよくないと

思ったときは、いつでも仕事をやめるべきである

夫の社会的成功のためには、ある程度家庭が犠牲になっても仕方が

ないと思う

家庭の行事と職場の行邪が重なった場合、夫が職場の行事を選択す

るのは当然である

子どもの学校の父母会と職場の行事が重なった場合、父親が職場の

行事を選択するのは当然のことである

妻の社会的成功のためには、ある程度家庭が犠牲になっても仕方が

ないと つ

職業を持っている既媚女性が、家庭の行事と職場の行事が重なった

場合、妻が職場の行事を選択するのは当然のことである

職業を持っている既妬女性が、子どもの学校の父母会と職場の行事

が重なった場合、妻が職場の行酬を選択するのは当然のことである

夫は仕事、妻は家庭

夫も妻も、仕事も家庭も

夫の義務

妻の義務

夫の愛情

妻の愛怖

育児優先

経済優先

それでも家事・育児責任

は妻

それでも家族扶養の責任

は夫

夫も家事・育児すべき

男の家事はみにくい

良妻贋母

立身出世

経済的安定と妻の就業

体面

劣等感

男女能力同等

男性優先就職

男性指導者

給料の男女差

扶養家族

職業と妻

職業とﾉﾘ親

夫の成功と家族

夫・家庭行事より職場

夫・子ども行事より職場

妻の成功と家族

妻・家庭行事より職場

妻・子ども行事より職場



次
い
で
妻
の
属
性
を
み
よ
う
（
実
数
四
四
七
人
）
。
妻
の
平
均
年
齢
は
三
七
・
五
歳
で
、
三
○
代
が
六
七
・
九
％
、
四
○
代
が
二
九
・
六
％
で

あ
る
。
学
歴
は
（
実
数
四
四
六
人
）
、
中
学
校
卒
が
一
・
一
％
、
高
等
学
校
卒
が
三
一
・
○
％
、
専
門
学
校
卒
が
一
二
・
六
％
、
短
期
大
学
卒
が

本
調
査
は
、
小
学
校
三
年
生
ま
で
の
子
ど
も
を
持
ち
、
宮
崎
市
内
に
居
住
す
る
夫
妻
（
夫
婦
一
方
の
単
身
赴
任
等
を
除
く
）
を
対
象
と
し
て
い

る
。
調
査
票
は
、
宮
崎
市
に
あ
る
小
学
校
や
幼
稚
園
の
う
ち
、
二
校
の
小
学
校
と
一
校
の
幼
稚
園
の
協
力
を
得
て
七
五
○
世
帯
に
配
付
し
た
。

本
稿
で
は
夫
妻
と
も
に
有
効
回
答
が
得
ら
れ
た
四
四
七
サ
ン
プ
ル
を
分
析
対
象
と
し
て
い
る
。
有
効
回
収
率
は
五
九
・
六
％
で
あ
る
。
調
査
期

間
は
二
○
○
○
年
三
月
か
ら
四
月
ま
で
の
間
で
あ
る
。

調
査
対
象
者
の
基
本
属
性
を
夫
か
ら
み
て
み
よ
う
実
数
四
四
七
人
）
。
夫
の
平
均
年
齢
は
（
実
数
四
四
六
人
）
、
四
○
・
一
歳
で
、
三
○
代
が
、

四
五
・
三
％
、
四
○
代
が
五
○
・
○
％
で
あ
る
。
学
歴
は
（
実
数
四
四
五
人
）
、
中
学
校
卒
が
○
・
九
％
、
高
等
学
校
卒
が
一
二
・
八
％
、
専
門

学
校
卒
が
五
・
八
％
、
短
期
大
学
卒
が
一
・
八
％
、
大
学
卒
以
上
が
六
九
・
○
％
、
そ
の
他
が
○
・
七
％
で
あ
る
。
職
業
は
（
実
数
四
四
六

人
）
、
農
林
漁
業
が
○
・
二
％
、
サ
ー
ビ
ス
業
が
一
三
・
九
％
、
自
営
業
が
一
三
・
七
％
、
官
庁
・
会
社
勤
め
が
四
八
・
七
％
、
専
門
職
・
管

理
職
が
二
一
・
五
％
、
そ
の
他
が
二
・
○
％
で
あ
る
。
年
収
は
（
実
数
四
四
○
人
）
、
四
○
○
万
円
以
下
が
一
三
・
二
％
、
四
○
一
万
円
か
ら
六

○
○
万
円
が
三
二
・
七
％
、
六
○
一
万
円
か
ら
八
○
○
万
円
が
二
九
・
一
％
、
八
○
一
万
円
か
ら
一
、
○
○
○
万
円
が
九
・
八
％
、
一
、
○
○

な
問
題
を
無
視
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
実
際
に
家
計
を
担
当
し
経
済
的
責
任
者
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
男
性
で
あ
る
と
い
う
現
実
も
、

「
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
の
義
務
」
と
い
う
役
割
意
識
に
着
目
し
た
理
由
で
あ
る
。

二
つ
、
人
々
の
職
業
に
関
す
る
意
識
は
、
男
女
と
い
う
性
別
や
、
夫
妻
、
父
母
と
い
う
地
位
に
対
し
て
異
な
る
職
業
意
識
を
示
す
と
仮
定
し
、

男
性
と
女
性
、
父
親
と
母
親
と
い
う
地
位
と
職
業
観
と
の
関
連
か
ら
役
割
観
を
探
る
分
析
枠
組
み
を
設
定
し
た
。
質
問
項
目
は
一
三
項
目
で
あ

ブ
（
》
○一

万
円
以
上
が
一
五
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。

三
）
調
査
の
概
要
恥
調
査
方
法
と
調
査
対
象
者
の
属
性
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三
二
・
六
％
、
大
学
卒
以
上
が
二
二
・
二
％
、
そ
の
他
が
○
・
四
％
で
あ
る
。
妻
の
就
業
状
況
を
み
る
と
、
就
業
者
が
四
四
・
三
％
（
一
九
八

人
）
、
非
就
業
者
が
五
五
・
七
％
（
二
四
一
人
）
で
あ
る
。
職
業
は
実
数
一
八
八
人
）
、
農
林
漁
業
が
一
・
一
％
、
サ
ー
ビ
ス
業
が
二
三
・
九
％
、

自
営
業
が
二
一
・
八
％
、
官
庁
・
会
社
勤
め
が
一
九
・
七
％
、
専
門
職
・
管
理
職
が
一
二
・
八
％
、
そ
の
他
が
三
・
七
％
で
あ
る
。
年
収
は

（
実
数
一
九
二
人
）
、
四
○
○
万
円
以
下
が
八
○
・
七
％
、
四
○
一
万
円
か
ら
六
○
○
万
円
が
一
三
・
○
％
、
六
○
一
万
円
か
ら
八
○
○
万
円
が

三
・
一
％
、
八
○
一
万
円
か
ら
一
、
○
○
○
万
円
が
○
・
五
％
、
一
、
○
○
一
万
円
以
上
が
二
・
六
％
で
あ
る
。
妻
の
年
収
を
よ
り
詳
し
く
み

る
と
、
一
○
○
万
円
以
下
が
最
も
多
い
、
四
五
・
八
％
に
な
っ
て
い
る
。
本
調
査
の
無
回
答
の
一
人
を
除
く
四
四
六
人
の
今
ま
で
の
就
業
と
の

関
わ
り
を
み
る
と
、
就
業
経
験
の
な
い
人
が
一
・
六
％
、
結
婚
・
出
産
退
職
が
五
○
・
五
％
、
結
婚
・
出
産
後
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
仕
事
に
変

更
し
た
人
が
五
・
二
％
、
育
児
後
再
就
業
し
て
い
る
人
が
一
九
・
三
％
（
フ
ル
タ
イ
ム
二
・
五
％
／
パ
ー
ト
タ
イ
ム
一
六
・
八
％
）
、
結
婚
・
出
産

後
も
変
わ
ら
ず
フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
に
就
い
て
い
る
人
が
三
・
○
％
で
あ
っ
た
。
就
業
し
て
い
る
妻
に
、
自
分
の
収
入
の
う
ち
ど
の
ぐ
ら
い

が
生
活
費
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
記
入
し
て
も
ら
っ
た
。
無
回
答
の
一
二
人
を
除
く
一
八
六
人
の
平
均
家
計
貢
献
度
は
六
一
・
一
二
九

％
で
あ
っ
た
。
家
計
貢
献
度
が
五
○
％
以
下
と
答
え
た
人
は
、
四
四
・
六
％
、
五
○
％
以
上
と
答
え
た
人
が
五
五
・
四
％
で
あ
っ
た
。
有
職
妻

の
一
日
平
均
就
業
時
間
は
実
数
一
九
三
人
）
、
四
時
間
以
下
が
二
七
・
五
％
、
四
時
間
か
ら
八
時
間
ま
で
が
五
三
・
四
％
、
八
時
間
以
上
が
一

九
・
一
％
で
あ
っ
た
。
夫
妻
の
平
均
結
婚
年
数
は
三
・
三
年
、
子
ど
も
の
平
均
数
は
二
・
二
八
人
で
あ
る
。
家
族
形
態
は
核
家
族
が
最
も
多

く
八
九
・
二
％
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
九
七
年
の
宮
崎
県
の
夫
婦
の
い
る
世
帯
の
総
数
は
二
七
万
四
千
世
帯
で
、
そ
の
う
ち
共
働
き
世
帯
は
一

五
万
一
千
世
帯
の
五
五
・
一
％
で
あ
る
［
宮
崎
県
商
工
労
働
部
二
○
○
○
］
。
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表
２
の
支
持
率
の
欄
を
み
る
と
、
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
を
支
持
す
る
割
合
は
、
夫
が
六
四
・
七
％
、
妻
が
四
八
・
二
％
で
あ
る
。
「
夫

の
義
務
」
に
は
、
夫
の
八
八
・
七
％
、
妻
の
七
九
・
一
％
が
支
持
し
て
お
り
、
「
夫
の
愛
情
」
に
は
、
夫
の
七
九
・
四
％
、
妻
の
七
七
・
六
％

が
、
「
妻
の
義
務
」
に
は
『
夫
の
六
九
・
五
％
、
妻
の
六
九
・
八
％
が
、
「
妻
の
愛
情
」
に
は
、
夫
の
八
一
・
○
％
、
妻
の
八
二
・
一
％
が
支
持

し
て
い
た
。
四
つ
の
項
目
は
他
の
項
目
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
支
持
率
が
高
い
が
、
そ
の
中
で
、
「
夫
の
義
務
」
と
「
妻
の
義
務
」
を
め
ぐ
っ

て
興
味
深
い
結
果
が
出
た
。
そ
れ
は
、
四
つ
の
項
目
の
う
ち
、
夫
と
妻
に
最
も
支
持
さ
れ
て
い
た
項
目
は
「
夫
の
義
務
」
で
、
支
持
率
が
最
も

低
か
っ
た
の
は
「
妻
の
義
務
」
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
夫
も
妻
も
、
「
夫
の
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
役
割
」
は
義
務
と
し
て
、
「
妻
の
家
庭

的
責
任
者
と
し
て
の
役
割
」
は
愛
情
と
し
て
考
え
て
い
た
。
「
夫
の
義
務
」
に
つ
い
て
は
、
妻
に
比
べ
て
夫
の
方
が
よ
り
そ
う
思
っ
て
お
り

含
肌
Ｐ
三
」
水
準
）
、
「
妻
の
義
務
」
に
つ
い
て
は
、
統
計
的
な
有
為
差
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
夫
に
比
べ
て
妻
の
方
が
よ
り
そ
う
思
っ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
で
は
、
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
を
否
定
し
て
い
る
夫
や
妻
は
、
「
夫
の
義
務
・
愛
情
」
、
「
妻
の
義
務
・

愛
情
」
に
つ
い
て
ど
う
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
衾
２
の
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
否
定
の
欄
を
参
照
）
。
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
を
否
定
し

て
い
る
夫
と
妻
を
一
○
○
と
し
た
場
合
、
夫
の
七
五
・
八
％
、
妻
の
六
八
・
四
％
が
「
夫
の
義
務
」
を
支
持
し
て
お
り
、
夫
の
四
四
・
七
％
、

（
２
）

妻
の
五
六
・
七
％
が
「
妻
の
義
務
」
を
支
持
し
て
い
た
。

こ
こ
で
は
、
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
性
別
に
基
づ
く
役
割
分
業
は
否
定
し
な
が
ら
も
、
夫
、
妻
と
し
て
の
役
割
を
互
い
へ
の
義

務
で
あ
り
愛
情
で
あ
る
と
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
夫
妻
間
で
役
割
分
業
が
維
持
さ
れ
る
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。 三

分
析
結
果

（
｜
）
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
と
家
庭
的
責
任
者
と
し
て
の
妻
と
い
う
役
割
意
識
函
義
務
と
愛
情
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表2経済的責任者としての夫と家庭的責任者としての妻：義務と愛情

注l ： 「支持率」と「男は仕事、女は家庭否定」欄の数字の単位は％である。

注2： 「支持率」欄の数字は、各質問項目について、 「そう思う」または「ある程度そう思う」と答え

た人の割合を示している。

注3： 「男は仕事、女は家庭」を否定した人は、夫が442人中156人（35.3％)、妻は446人中231人

(51.8%)であった（無回答を除く）。

注4： 「男は仕事、女は家庭否定」欄の数字は、 「男は仕事、女は家庭」を否定している人を100とし

て、 「ﾘ)は仕事、女は家庭｣を否定し、なお各質問項'二|を支持した人の割合を示しているもので

ある。

注5: ***p≦0.()01 **p≦0.()1 *p≦0.054p≦0．1
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項 目
支持率

=一←÷一一一r一一一一一一

0

夫I妻
０
６

夫妻間の

カイニ乗検定
巳一一一一一一

p

『．‐一・‐一．ロー一丁一一・・ ．

0 0

IX2値Idf
O O

D

男は仕事、

女は家庭否定
1口’一一 ・・一一 ．ﾛ､T一一一一一一 ．ﾛ･

0

夫 ： 妻
D

ロ

夫妻問の

カイニ乗検定

p

了
０
８
０
０
日

－－一一一一一丁ー~一 ・

0

X2値Idf
O

h

1 夫は外で働き、妻は家庭を守る

べきである

64．7 48．2 ＊＊＊ 25．17 1 100.0 100.0

２
３
４
５

夫が経済的責任を全うすること

は家族への義務

夫が経済的責任を全うすること

は家族への愛情のしるし

妻が家事・育児の責任を全うす

ることは家族への義務

妻が家事・育児の責任を全うす

ることは家族への愛情のしるし

88．7

79．4

69．5

81 ．(）

79．1

77．6

69．8

82．1

＊＊＊

、.S、

、.s、

、.S、

15．29

().47

（).()5

0．16

1

1

1

1

75．8

62．5

44．7

64．5

68．4

68．0

56．7

72．7

、。s、

、.S，

＊

△

2．48

1．22

5．26

2．94

１

１

１

１

〈
ｂ
７
８
９

０
１
２

１

１

１

女性は職業を持つのもよいが子

どもを産み育てることが最も頭

要

男性は家事・育児をするのもよ

いが、経済的責任を持つことが

最も重要

妻が職業を持つ場合でも、家

事・育児はすべて妻の責任

妻が職業を持っており収入があ

っても、家族扶養の責任は夫に

ある

経済的に安定している場合は、

妻は職業を持つ必要はない

経済的理由で妻が就業しなけれ

ばならないとしたら、夫の体面

が傷つくと思う

妻の収入が夫より多いと夫は劣

等感を持つだろう

8().0

85．3

17．9

58．6

36．3

1().4

52．9

70．4

79．6

10．3

55．4

21．5

6．5

64．7

＊＊＊

＊

＊＊

11.S、

＊＊＊

＊

＊＊＊

11．13

5．14

1().4(）

1 ．()5

23．53

4．25

13．28

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

6().(）

7()．1

3．3

42．1

15.(）

5．8

4().5

55．4

66．7

3.9

38.1

10.8

2．6

56．1

、.s、

、.s、

、.s、

、.s、

n.s、

11.S、

＊＊

0．80

0．51

0．1(）

().62

1．49

2．60

8．90

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ



次
い
で
、
「
育
児
優
先
」
に
は
、
夫
の
八
割
が
、
妻
の
七
割
が
支
持
し
、
「
経
済
優
先
」
に
は
、
夫
の
九
割
弱
、
妻
の
八
割
弱
が
支
持
し
て
い

る
。
「
そ
れ
で
も
家
事
・
育
児
の
責
任
は
妻
」
に
は
、
夫
も
妻
も
支
持
率
は
低
い
反
面
、
「
そ
れ
で
も
家
族
扶
養
の
責
任
は
夫
」
に
は
、
夫
も
妻

も
五
割
以
上
の
支
持
率
を
示
し
て
い
る
。
夫
も
妻
も
、
「
育
児
優
先
」
よ
り
「
経
済
優
先
」
を
支
持
し
て
お
り
、
「
そ
れ
で
も
家
族
扶
養
の
責
任

は
夫
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
で
は
、
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
を
否
定
し
て
い
る
夫
や
妻
は
、
他
の
項
目
に
つ
い
て
ど
う
思
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
を
否
定
し
て
い
る
夫
と
妻
を
一
○
○
と
し
た
場
合
、
夫
と
妻
の
約
六
割
が
「
育
児
優
先
」
を
支
持

し
て
お
り
、
夫
と
妻
の
約
七
割
が
「
経
済
優
先
」
を
支
持
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
を
否
定
し
た
人
の
う
ち
、
夫
の
四

二
・
一
％
が
、
妻
の
三
八
・
一
％
が
、
「
そ
れ
で
も
家
族
扶
養
の
責
任
は
夫
」
と
い
う
意
見
を
支
持
し
て
い
た
。
「
そ
れ
で
も
家
事
・
育
児
の
責

任
は
妻
」
と
「
そ
れ
で
も
家
族
扶
養
の
責
任
は
夫
」
と
い
う
項
目
を
比
べ
て
み
た
場
合
、
夫
妻
と
も
に
、
後
者
の
支
持
率
が
は
る
か
に
高
く
、

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
夫
に
期
待
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
は
夫
自
身
が
認
知
し
て
い
る
「
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
義
務
意
識
」
の
強
さ
を
み
る

こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
「
妻
の
収
入
が
夫
よ
り
多
い
と
夫
は
劣
等
感
を
持
つ
だ
ろ
う
」
と
い
う
項
目
で
、
夫
の
五
割
以
上
、
妻
の
六
割
以
上
が

支
持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
第
一
次
的
な
経
済
的
責
任
を
あ
く
ま
で
も
夫
に
求
め
よ
う
と
す
る
意
識
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
、
夫
よ

り
も
妻
の
方
が
、
「
劣
等
感
」
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
結
果
で
、
夫
よ
り
少
な
い
収
入
を
得
る
こ
と
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
夫
に

経
済
的
に
頼
り
、
夫
と
妻
の
役
割
分
業
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
妻
側
の
様
子
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
の
よ
う
な
分
析
か
ら
、
女
性
の
役
割
意
識
の
み
な
ら
ず
、
男
性
の
役
割
意
識
に
お
け
る
多
次
元
的
な
構
造
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

し
て
、
夫
が
行
う
経
済
的
な
責
任
者
と
し
て
の
役
割
は
、
「
夫
の
家
族
へ
の
愛
情
の
し
る
し
」
と
し
て
よ
り
は
、
「
夫
の
家
族
へ
の
義
務
」
と
し

て
認
識
さ
れ
、
妻
が
行
う
家
庭
的
役
割
は
、
「
妻
の
家
族
へ
の
義
務
」
と
し
て
よ
り
は
、
「
妻
の
家
族
へ
の
愛
情
の
し
る
し
」
と
し
て
認
識
さ
れ

て
認
識
さ
れ
、
妻
が
行
う
家
庭
的
細

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
「
男
女
の
能
力
は
同
等
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
と
、
「
男
女
・
父
母
と
い
っ
た
地
位
と
職
業
観
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察

（
二
）
女
性
と
職
業
・
男
性
と
職
業
／
母
親
と
職
業
・
父
親
と
職
業
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表3 「男女の能力」と「男女・父母という地位と職業観」との関連

注l ：「支持率」と「男女能力同等支持」欄の数字の単位は％である。
注2：「支持率」欄の数字は、各質問項目について、 「そう思う」または「ある程度そう思う」と答え

た人の割合を示している。

注3：「男女能力同等｣を支持した人は、夫が442人中325人(73.5％)、妻は446人中335人(75.1％）
であった（無回答を除く)｡

注4： 「男女能力同等支持｣欄の数字は、 「男女能力同等｣を支持している人をl()0として、 「男女能力

同等」であることを支持し、なお各質問項目を支持した人の割合を示しているものである。

注5.:***p≦0.001 **p≦0.01 *p≦0.05ap≦0．1
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項 目
支持率

~~~芙~『蓋一
■

夫妻間の

カイニ乗検定
■一q■B一一●一

r一

0

p ：

1口●一一・・ ‘｡． ．■γ一一・・ ・

x2{Imldf
■

男女能力

同等支持
, ・・ ｡･ ･･－．・ ・・ ．｡T・・ ．・ ・・-．｡ ・・ ・・

夫I 妻
■

夫妻問の

句一

一
ｆ

定
声
。
、

鮒
稲

二
一
Ｘ

Ｔ
Ｉ
０
Ｇ

イ
ー

カ
ー
ｐ

一一

1 女性もすべての領域で男性と同

等に競争する能力を持っている

73．5 75．1 、.s、 0．25 1 100．0 100．0

２
３
４
５
６
７
８
９

０
１
２
３

１

１

１

１

能力が同等である場合は、女性

より男性を就職させるべきであ
る

男女で構成する集団のなかで、

男性が最高指導者の地位を占め

るのは当然である

男性と女性との間に給料や地位

の差があるのは当然である

男性には扶養家族があるため、

たとえ女性と同じ仕事をして

も、男性がより多い給料をもら
うべきである

職業を持つ妻は、夫の都合に合

せていつでも職業をやめるべき
である

小さい子どものいる母親は、働

くことが子どもにとってよくな

いと思ったときは、いつでも仕

事をやめるべきである

夫の社会的成功のためには、あ

る程度家庭が犠牲になっても仕
方がないと思う

家庭の行事と職場の行邪が重な

った場合、夫が職場の行事を選

択するのは当然のことである

子どもの学校の父母会と職場の

行事が重なった場合、父親が職

場の行事を選択するのは当然の

ことである

職業を持っている既婚女性が、

社会的に成功するためには、あ

る程度家庭が犠牲になっても仕

方がないと思う

職業を持っている既婚女性が、

家庭の行事と職場の行事が重な

った場合、職場の行事を選択す
るのは当然のことである

職業を持っている既婚女性が子

どもの学校の父母会と職場の行

事が重なった場合、職場の行事

を選択するのは当然のことであ

る
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ま
ず
「
男
女
の
能
力
は
同
等
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
と
「
職
業
」
と
の
関
わ
り
を
み
よ
う
。
「
男
女
能
力
同
等
」
と
い
う
意
見
に
は
、
夫

も
妻
も
七
割
以
上
が
支
持
し
て
い
る
。
項
目
２
か
ら
５
ま
で
の
、
性
別
と
職
業
と
の
関
わ
り
を
み
た
質
問
に
対
す
る
支
持
率
は
、
夫
も
妻
も
三

割
前
後
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
男
女
能
力
同
等
」
を
支
持
し
た
人
は
、
職
業
を
め
ぐ
る
各
場
面
で
、
男
女
間
に
お
け
る
差
を
ど
う
受
け
止
め
て

い
る
か
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
項
目
２
と
４
と
５
で
あ
る
。
「
男
女
能
力
同
等
」
を
支
持
し
た
人
を
一
○
○
と
し
た
場
合
、

夫
の
三
八
・
六
％
が
、
妻
の
二
七
・
八
％
が
、
男
性
の
優
先
就
職
を
支
持
し
、
夫
の
二
七
・
五
％
が
、
妻
の
二
六
・
○
％
が
、
男
女
間
に
給
料

や
地
位
の
差
が
あ
る
の
を
当
然
だ
と
考
え
て
お
り
、
夫
の
二
八
・
○
％
が
、
妻
の
三
○
・
一
％
が
、
男
性
に
は
扶
養
家
族
が
あ
る
た
め
、
た
と

え
女
性
と
同
じ
仕
事
を
し
て
も
男
性
が
よ
り
給
料
を
も
ら
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

ま
た
、
項
目
６
・
７
の
よ
う
に
、
職
業
を
持
つ
妻
が
夫
や
子
ど
も
の
都
合
に
合
せ
て
仕
事
を
や
め
る
べ
き
か
ど
う
か
を
質
問
し
た
結
果
、
夫

の
都
合
に
合
せ
て
仕
事
を
や
め
る
こ
と
に
は
否
定
し
て
い
る
反
面
、
働
く
こ
と
が
子
ど
も
に
よ
く
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
母
親
の
立
場
が

優
先
さ
れ
仕
事
を
や
め
る
こ
と
で
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
「
男
女
能
力
同
等
」
を
支
持
し
た
人
を
一
○
○
に
し
た

場
合
に
お
い
て
も
、
ま
た
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
を
否
定
し
た
人
を
一
○
○
に
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
な
結
果
が
み
ら
れ
た
。

次
い
で
、
項
目
８
か
ら
旧
ま
で
を
み
る
と
、
男
性
に
は
、
夫
や
父
親
の
立
場
よ
り
仕
事
の
方
が
優
先
さ
れ
、
家
庭
と
職
場
の
行
事
が
重
な
っ

た
り
、
子
ど
も
の
学
校
と
職
場
の
行
事
が
重
な
っ
た
り
し
た
場
合
に
、
職
場
を
優
先
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
女
性
に
は
、
家

庭
と
職
場
の
行
事
が
重
な
っ
た
り
、
子
ど
も
の
学
校
と
職
場
の
行
事
が
重
な
っ
た
り
し
た
場
合
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
家
の
行
事
や
子
ど

も
の
学
校
の
行
事
を
優
先
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
夫
妻
と
も
に
、
「
男
女
能
力
同
等
」
を
支
持
し
た
人
を
一
○
○
と
し
た
場
合
に
も
、

し
た
（
表
３
参
照
）
。

ま
ず
「
男
女
の
蛇

以
上
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、
女
性
と
男
性
と
で
は
、
性
別
に
基
づ
く
規
範
と
は
異
な
る
地
位
に
よ
っ
て
派
生
す
る
規
範
、
例
え
ば
夫
や
妻
、

父
親
や
母
親
と
い
う
地
位
に
よ
っ
て
異
な
る
規
範
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
地
位
に
よ
っ
て
異
な
る

規
範
が
働
く
こ
と
は
、
性
別
役
割
分
業
意
識
に
お
け
る
多
次
元
的
な
意
識
構
造
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

同
様
な
結
果
が
み
ら
れ
た
。
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（
一
の
一
）
属
性
と
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
役
割
意
識
と
の
関
連

ま
ず
、
夫
の
属
性
と
各
項
目
と
の
関
係
で
統
計
的
に
有
意
差
が
み
ら
れ
た
も
の
を
中
心
に
検
討
し
よ
う
（
表
４
．
１
参
照
）
。
「
夫
は
仕
事
、

妻
は
家
庭
」
と
関
係
が
あ
り
統
計
的
有
意
差
が
み
ら
れ
た
の
は
、
年
齢
と
妻
の
職
業
有
無
、
有
職
妻
の
一
日
の
平
均
就
業
時
間
で
あ
っ
た
。
夫

の
年
齢
が
三
○
代
の
場
合
、
「
夫
は
仕
事
、
妻
は
家
庭
」
を
支
持
し
て
い
る
割
合
が
最
も
高
く
、
妻
が
無
職
の
夫
ほ
ど
「
夫
は
仕
事
、
妻
は
家

庭
」
意
識
が
強
か
っ
た
。
年
齢
に
有
意
差
が
み
ら
れ
た
の
は
、
三
○
代
の
夫
の
家
族
関
係
と
関
わ
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
調
査
の
対
象
者

の
う
ち
三
○
代
の
夫
は
二
○
二
名
で
サ
ン
プ
ル
の
半
分
を
占
め
て
い
る
。
三
○
代
の
夫
の
属
性
を
み
る
と
、
他
の
年
齢
に
比
べ
て
、
子
ど
も
の

年
齢
は
最
も
若
く
谷
い
つ
』
水
準
）
、
妻
の
就
業
率
が
最
も
低
い
言
Ｍ
Ｐ
Ｓ
水
準
）
。
子
ど
も
の
年
齢
が
若
い
ほ
ど
妻
の
就
業
率
は
低
い
含
Ｍ

三
三
水
準
）
。
し
た
が
っ
て
、
年
齢
三
○
代
の
夫
の
妻
は
専
業
主
婦
で
あ
る
確
率
が
最
も
高
く
、
専
業
主
婦
の
妻
が
家
事
や
育
児
を
全
担
し
て

い
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
夫
の
「
夫
は
仕
事
、
妻
は
家
庭
」
意
識
も
強
く
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

次
い
で
、
妻
の
属
性
と
の
関
連
を
み
よ
う
。
妻
の
場
合
、
「
夫
は
仕
事
、
妻
は
家
庭
」
と
関
係
が
あ
り
統
計
的
有
意
差
が
み
ら
れ
た
の
は
、

さ
て
、
夫
と
妻
の
役
割
意
識
は
夫
と
妻
の
属
性
と
ど
う
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
表
１
の
質
問
項
日
を
、
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
、
「
夫

の
義
務
・
愛
情
／
妻
の
義
務
・
愛
情
」
、
「
経
済
的
責
任
者
・
家
庭
的
責
任
者
と
い
う
役
割
意
識
」
、
「
職
業
意
識
」
に
分
け
、
夫
と
妻
の
属
性
と

各
項
目
と
の
関
連
を
分
析
し
た
。
こ
こ
で
用
い
る
夫
と
妻
の
属
性
は
、
年
齢
、
学
歴
、
職
業
、
収
入
、
妻
の
職
業
有
無
や
就
業
し
て
い
る
妻
の

（
３
）

一
日
の
平
均
就
業
時
間
、
収
入
を
得
て
い
る
妻
の
家
計
貢
献
度
で
あ
る
。

四
考
察

（
｜
）
夫
と
妻
の
属
性
と
役
割
意
識
と
の
関
連
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表4．1夫と妻の属性と｢男は仕事、女は家庭｣とい

う役割意識との関連

注l ：☆妻が職業を持っているケースのみ

注2:***p≦().(1()1 **p≦().()1 *p≦().()5ap≦(). l

表4．2夫と妻の属性と「夫と妻の義務・愛情」という役割意識との関連

注l ：☆妻が職業を持っているケースのみ

注2:***p≦().()()1 **p≦().()1 *p≦() .05ap≦0． 1

表4．3夫と妻の属性と「経済的責任者・家庭的責任者」という役割意識との関連

注l ：☆妾が職業を持っているケースのみ

注2:***p≦().()01 **p≦0.01 *p≦().05ap≦0．1
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（
｜
の
三
属
性
と
「
夫
の
義
務
・
愛
情
」
、
「
妻
の
義
務
・
愛
情
」
と
の
関
連

「
夫
の
義
務
」
「
夫
の
愛
情
」
「
妻
の
義
務
」
「
妻
の
愛
情
」
の
四
つ
の
項
目
で
、
統
計
的
に
有
意
差
が
み
ら
れ
た
夫
の
属
性
は
、
有
職
妻
の
一

日
平
均
就
業
時
間
の
み
で
、
妻
の
一
日
の
平
均
就
業
時
間
が
長
い
場
合
に
以
上
の
四
つ
の
項
目
を
否
定
し
て
い
る
（
表
４
．
２
参
照
）
。
妻
の
場

合
は
、
学
歴
、
収
入
、
有
職
妻
の
一
日
の
平
均
就
業
時
間
で
、
四
つ
の
項
目
と
相
関
が
あ
っ
た
。
「
夫
の
義
務
」
で
は
、
学
歴
、
収
入
に
よ
る

有
意
差
が
み
ら
れ
、
年
収
が
低
い
ほ
ど
、
「
夫
の
義
務
」
を
支
持
し
て
い
る
。
「
夫
の
愛
情
」
で
は
、
収
入
と
有
職
妻
の
一
日
の
就
業
時
間
に
よ

る
有
意
差
が
み
ら
れ
、
収
入
が
低
い
ほ
ど
、
「
夫
の
愛
情
」
を
支
持
し
て
い
る
。
「
妻
の
義
務
」
で
統
計
的
有
意
差
が
み
ら
れ
た
の
は
、
学
歴
、

収
入
、
有
職
妻
の
一
日
の
就
業
時
間
で
あ
る
。
大
学
卒
以
上
の
学
歴
の
妻
や
、
一
日
の
就
業
時
間
が
長
い
妻
ほ
ど
、
「
妻
の
義
務
」
を
否
定
し

て
い
る
。
収
入
と
の
関
連
を
み
る
と
、
年
収
が
四
○
○
万
円
以
下
の
場
合
と
一
、
○
○
○
万
以
上
の
場
合
、
「
妻
の
義
務
」
を
支
持
す
る
傾
向

が
み
ら
れ
た
。
「
妻
の
愛
情
」
で
は
、
年
収
が
四
○
○
万
円
以
下
の
妻
の
場
合
、
「
妻
の
愛
情
」
を
支
持
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

学
歴
、
妻
本
人
の
職
業
有
無
、
有
職
妻
本
人
の
一
日
の
平
均
就
業
時
間
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
高
卒
と
短
大
卒
の
妻
は
「
夫
は
仕
事
、
妻
は

家
庭
」
を
支
持
す
る
傾
向
が
、
専
門
学
校
、
大
学
卒
の
妻
は
否
定
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
職
業
を
持
っ
て
い
る
妻
と
、
就
業
時
間
が

長
い
妻
ほ
ど
、
「
夫
は
仕
事
、
妻
は
家
庭
」
を
否
定
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

（
｜
の
三
）
属
性
と
「
経
済
的
責
任
者
・
家
庭
的
責
任
者
と
い
う
役
割
意
識
」
と
の
関
連

夫
の
属
性
と
各
項
目
と
の
関
係
を
み
よ
う
（
表
４
．
３
参
照
）
。
「
経
済
優
先
」
で
は
、
妻
の
職
業
有
無
と
妻
の
家
計
貢
献
度
で
有
意
差
が
み

ら
れ
た
。
専
業
主
婦
の
夫
が
、
そ
し
て
収
入
を
得
て
い
る
妻
の
家
計
貢
献
度
が
低
い
夫
ほ
ど
、
「
経
済
優
先
」
を
支
持
し
て
い
る
。
収
入
を
得

て
い
る
妻
の
家
計
貢
献
度
が
低
い
夫
ほ
ど
、
「
経
済
優
先
」
を
支
持
す
る
傾
向
が
現
れ
た
こ
と
は
、
夫
の
収
入
が
低
い
ほ
ど
妻
の
就
業
率
が
高

く
な
っ
て
い
る
言
い
Ｐ
Ｓ
水
準
）
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
夫
の
収
入
と
妻
の
家
計
貢
献
度
と
の
関
係
を
み
る
こ
と
で
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
ず
、
夫
の
収
入
と
妻
の
収
入
の
間
で
は
正
の
関
係
が
み
ら
れ
た
含
肌
Ｐ
三
水
準
）
。
夫
の
収
入
と
有
職
妻
の
家
計
貢
献
度
に
も
相
関
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次
い
で
、
妻
の
属
性
と
の
関
連
を
み
よ
う
。
「
経
済
優
先
」
で
は
、
学
歴
、
職
業
、
収
入
で
有
意
差
が
み
ら
れ
た
。
大
学
卒
の
妻
や
公
務

員
・
会
社
員
、
専
門
職
に
従
事
し
て
い
る
妻
ほ
ど
、
夫
の
「
経
済
優
先
」
を
否
定
し
て
い
る
。
「
そ
れ
で
も
家
族
扶
養
の
責
任
は
夫
」
に
つ
い

て
有
意
差
が
み
ら
れ
た
属
性
は
、
学
歴
、
収
入
、
収
入
を
得
て
い
る
妻
本
人
の
家
計
貢
献
度
で
あ
る
。
専
門
学
校
と
大
学
卒
の
妻
は
、
「
そ
れ

で
も
家
族
扶
養
の
責
任
は
夫
」
と
い
う
意
識
を
否
定
し
て
い
た
。
年
収
が
低
い
妻
ほ
ど
、
家
計
貢
献
度
が
低
い
妻
ほ
ど
「
そ
れ
で
も
家
族
扶
養

の
責
任
は
夫
」
と
い
う
意
識
を
支
持
し
て
い
る
。
ま
た
、
数
字
は
示
し
て
い
な
い
が
、
年
収
が
低
い
妻
ほ
ど
「
経
済
的
に
安
定
し
て
い
る
場
合

は
妻
は
職
業
を
持
つ
必
要
は
な
い
」
と
答
え
て
い
た
こ
と
も
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
言
い
Ｐ
急
水
準
）
。
「
育
児
優
先
」
で
は
、

学
歴
と
収
入
で
統
計
的
有
意
差
が
み
ら
れ
た
。
学
歴
が
大
学
卒
以
上
の
場
合
「
育
児
優
先
」
の
支
持
率
が
最
も
低
く
、
収
入
で
は
、
年
収
が
四

○
○
万
円
以
下
の
場
合
と
、
一
、
○
○
○
万
円
以
上
の
場
合
「
育
児
優
先
」
を
支
持
し
て
い
た
。
「
そ
れ
で
も
家
事
・
育
児
の
責
任
は
妻
」
で

有
意
差
が
み
ら
れ
た
の
は
、
就
業
有
無
の
み
で
あ
る
。
就
業
し
て
い
る
妻
自
身
の
方
が
、
「
そ
れ
で
も
家
事
・
育
児
は
妻
」
の
仕
事
と
考
え
て

い
た
こ
と
は
、
就
業
に
よ
っ
て
家
事
・
育
児
を
充
分
に
こ
な
せ
て
い
な
い
こ
と
で
、
家
族
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
と
呵
責
す
る
妻
・
母
の
苦
し

い
心
境
の
現
れ
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
各
項
目
と
夫
と
妻
の
属
性
と
の
相
関
を
も
う
一
度
み
て
み
る
と
、
各
項
目
と
最
も
関
係
が
あ
り
統
計
的
有
意
差
が
み
ら
れ
た
属
性

が
み
ら
れ
、
夫
の
収
入
が
低
い
ほ
ど
有
職
妻
の
家
計
貢
献
度
が
高
く
、
夫
の
収
入
が
高
い
ほ
ど
妻
の
家
計
貢
献
度
は
低
く
な
っ
て
い
る
含
Ｍ

Ｐ
Ｓ
水
準
）
。
つ
ま
り
、
夫
の
収
入
が
高
い
ほ
ど
妻
の
収
入
も
高
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
妻
の
収
入
は
必
ず
し
も
、
家
計
に
貢
献
す
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
か
ら
、
妻
の
家
計
貢
献
度
が
低
い
ほ
ど
、
経
済
優
先
が
支
持
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
そ
れ
で
も
家
族
扶
養
の
責
任

は
夫
」
に
つ
い
て
統
計
的
に
有
意
差
が
み
ら
れ
た
属
性
は
、
年
齢
、
学
歴
、
収
入
、
有
職
妻
の
平
均
就
業
時
間
で
あ
る
。
夫
の
学
歴
が
高
い
ほ

ど
、
収
入
が
高
い
ほ
ど
、
妻
の
平
均
就
業
時
間
が
長
い
ほ
ど
、
「
そ
れ
で
も
家
族
扶
養
の
責
任
は
夫
」
と
い
う
意
識
を
否
定
し
て
い
る
。
「
育
児

優
先
」
で
は
、
妻
が
有
職
の
夫
と
、
妻
の
就
業
時
間
が
長
く
八
時
間
以
上
の
夫
の
場
合
、
「
育
児
優
先
」
を
否
定
し
て
い
る
。
「
そ
れ
で
も
家

事
・
育
児
の
責
任
は
妻
」
で
は
、
学
歴
が
高
い
夫
と
、
妻
の
就
業
時
間
が
長
く
八
時
間
以
上
の
夫
の
場
合
、
「
そ
れ
で
も
家
事
・
育
児
の
責
任

は
妻
」
を
否
定
し
て
い
る
。

次
い
で
、
妻
の
属
性
と
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こ
こ
で
も
う
一
度
図
１
を
み
よ
う
。
現
在
の
日
本
は
、
①
の
領
域
か
ら
②
の
領
域
へ
移
行
す
る
と
い
う
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
て
お
り
、

②
の
領
域
か
ら
③
の
領
域
へ
の
移
行
は
、
「
男
は
仕
事
Ⅱ
経
済
的
責
任
者
」
と
い
う
役
割
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
す
で
に

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
調
査
の
結
果
か
ら
、
図
１
の
②
の
領
域
か
ら
③
の
領
域
へ
の
移
行
を
阻
む
装
置
こ
そ
、
「
経
済
的
責
任
者
と
し

て
の
夫
」
と
い
う
役
割
構
造
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
男
女
と
も
に
、
性
別
に
基
づ
く
役
割
分
業
は
否
定
し
て
い
る
だ
け

に
、
他
の
要
因
（
女
性
が
男
性
に
求
め
る
経
済
的
責
任
と
男
性
自
身
が
知
覚
し
て
い
る
経
済
的
責
任
）
に
よ
っ
て
性
別
役
割
分
業
が
維
持
さ
れ
て
い

る
構
造
は
見
え
に
く
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

は
、
妻
の
場
合
は
、
妻
本
人
の
学
歴
、
収
入
、
有
職
妻
の
一
日
の
平
均
就
業
時
間
、
夫
の
場
合
は
、
妻
の
職
業
有
無
と
有
職
妻
の
就
業
時
間
で

あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
妻
が
職
業
を
持
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
比
べ
て
夫
も
妻
も
、
性
別
役
割
分
業
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
そ
れ
で
も
家
族
扶
養
の
責
任
は
夫
」
と
い
う
項
目
と
関
係
し
有
意
差
が
み
ら
れ
た
属
性
は
、
夫
の
場
合

は
、
年
齢
、
学
歴
、
収
入
、
有
職
妻
の
就
業
時
間
で
、
妻
の
場
合
は
、
学
歴
、
収
入
、
収
入
を
得
て
い
る
妻
本
人
の
家
計
貢
献
度
で
あ
っ
た
。

学
歴
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
妻
が
就
業
し
て
い
る
場
合
、
妻
の
収
入
が
多
い
ほ
ど
、
家
族
を
扶
養
す
る
こ
と
を
夫
に
の
み
頼
る
こ
と
を
否
定
し
た

こ
と
か
ら
、
教
育
水
準
が
高
く
な
る
こ
と
、
女
性
が
職
業
を
持
つ
こ
と
、
収
入
を
得
る
こ
と
が
、
「
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
」
と
い
う
役

割
意
識
を
変
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
が
み
え
て
き
た
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
点
は
、
妻
の
職
業
有
無
は
必
ず
し
も
、
「
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
」
と
い
う
夫
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役

割
意
識
を
大
き
く
変
え
る
要
因
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
夫
の
収
入
が
低
い
ほ
ど
妻
の
就
業
率
は
高
く
、
経

済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
を
期
待
し
、
そ
れ
こ
そ
夫
の
義
務
だ
と
考
え
て
い
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
的
な
理
由
で
働
か
ざ

る
を
え
な
い
妻
の
場
合
、
就
業
は
し
て
い
る
も
の
の
、
経
済
的
に
安
定
す
れ
ば
妻
は
働
く
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
夫
に
も
同
様
な
傾
向

が
み
ら
れ
た
。

三
）
性
別
役
割
分
業
の
維
持
メ
カ
ニ
ズ
ム
ー
「
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
」
と
い
う
役
割
構
造
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夫
と
い
う
役
割
意
識
は
、
夫
妻
串

カ
ニ
ズ
ム
に
も
な
っ
て
い
る
と
。

本
調
査
の
中
で
妻
の
約
半
数
が
職
業
を
持
っ
て
お
り
、
妻
の
収
入
は
家
計
の
た
め
に
使
わ
れ
、
実
態
の
上
で
は
、
経
済
的
責
任
を
果
た
し
て

い
る
の
は
、
夫
だ
け
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
夫
も
妻
も
、
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
「
夫
の
義
務
」
を
強
く
支
持
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
「
妻
が
職
業
を
持
っ
て
お
り
収
入
が
あ
っ
て
も
家
族
扶
養
の
責
任
は
夫
」
と
い
う
意
見
に
つ
い
て
も
、
夫
と
妻
の
半
数
以
上
が

支
持
し
て
い
る
。
「
妻
が
職
業
を
持
つ
場
合
で
も
、
家
事
・
育
児
は
妻
の
責
任
で
あ
る
」
と
い
う
妻
の
家
庭
的
責
任
と
比
べ
て
み
る
と
、
二
つ

の
項
目
の
間
に
は
、
か
な
り
の
差
が
あ
る
。
性
別
に
基
づ
く
役
割
分
業
は
否
定
し
な
が
ら
も
、
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
男
性
を
強
く
肯
定
す

る
こ
と
で
、
夫
妻
間
の
性
別
役
割
分
業
観
の
ギ
ャ
ッ
プ
さ
え
も
埋
ま
っ
て
し
ま
う
。

夫
が
経
済
的
責
任
者
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
現
状
、
夫
に
経
済
的
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
現
状
は
、
一
方
的
に
、
夫
と
妻
の
役
割
意
識
に
基

づ
い
た
結
果
生
じ
る
こ
と
で
は
な
い
。
男
女
の
賃
金
格
差
の
問
題
や
女
性
の
結
婚
・
出
産
退
職
を
当
然
視
す
る
社
会
の
慣
行
の
問
題
、
そ
し
て

既
婚
女
性
の
継
続
的
な
就
業
を
妨
げ
る
環
境
な
ど
の
よ
う
な
社
会
的
構
造
に
よ
っ
て
、
女
性
は
経
済
的
に
男
性
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
結
果
に

な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
社
会
的
構
造
を
無
視
し
て
、
「
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
」
を
語
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い

し
、
社
会
的
構
造
を
改
善
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
先
決
課
題
で
あ
る
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
社

会
的
構
造
を
十
分
に
承
知
し
た
上
で
、
あ
え
て
次
の
よ
う
に
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
男
性
自
身
が
持
っ
て
い
る
家
計
経
済
担
当
者
と
い
う
責
任

意
識
は
、
男
性
を
ま
す
ま
す
仕
事
に
打
ち
込
ま
せ
る
シ
ス
テ
ム
に
な
り
、
女
性
が
男
性
に
期
待
す
る
家
計
経
済
担
当
者
と
し
て
の
期
待
度
は
、

女
性
自
身
を
家
庭
内
役
割
担
当
者
と
し
て
規
定
す
る
シ
ス
テ
ム
に
な
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
性
別
役
割
分
業
社
会
か
ら

脱
性
別
役
割
分
業
社
会
へ
の
移
行
を
妨
げ
て
い
る
の
は
、
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
と
い
う
役
割
意
識
で
あ
り
、
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の

夫
と
い
う
役
割
意
識
は
、
夫
妻
間
の
役
割
観
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
も
た
ら
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
メ
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歳
出
産
退
職
）
・
」

「
女
性
が
結
婚
・
出
産
後
も
、
夫
の
理
解
と
協
力
、
社
会
の
環
境
改
善
で
、
働
き
続
け
る
よ
う
に
な
る
の
は
理
想
的
で
あ
る
が
、
現
実
は
か

な
り
厳
し
い
。
し
か
し
、
失
業
率
の
高
い
今
、
一
家
を
支
え
る
男
性
の
仕
事
を
奪
っ
て
ま
で
、
主
婦
・
女
性
が
働
か
な
く
て
も
よ
い
（
妻
”
四

一
歳
子
ど
も
三
人
育
児
後
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
自
営
業
を
手
伝
っ
て
い
る
夫
は
、
四
三
歳
自
営
業
）
・
」
「
子
ど
も
の
養
育
の
主
体
は
や
は
り
女

性
に
あ
る
と
思
う
。
就
業
は
非
常
に
良
い
こ
と
と
は
思
う
が
、
男
性
の
よ
う
な
家
計
維
持
の
た
め
の
就
業
意
識
は
必
要
な
く
、
パ
ー
ト
的
な
感

覚
程
度
の
就
業
意
識
で
よ
い
と
思
う
（
夫
叩
四
二
歳
官
庁
・
会
社
勤
務
子
ど
も
一
人
妻
は
、
三
五
歳
育
児
後
パ
ー
ト
タ
イ
ム
サ
ー
ビ
ス

業
）
・
」
「
以
前
は
女
性
が
就
職
し
て
も
結
婚
退
職
す
る
の
が
慣
習
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
空
き
が
で
き
学
卒
者
が
就
職
で
き
た
と
思
う
。
今
は
そ

れ
が
な
い
た
め
学
卒
者
の
就
職
が
難
し
い
。
働
く
こ
と
が
い
け
な
い
と
は
い
わ
な
い
が
、
何
か
世
の
中
が
変
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
と

こ
ろ
が
あ
る
の
も
女
性
の
就
業
に
一
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
仕
方
が
な
い
（
夫
”
四
○
歳
官
庁
・
会
社
勤
務
子
ど
も
三
人
妻
は
、
三
九

最
後
に
今
回
の
調
査
で
得
ら
れ
た
自
由
記
述
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
よ
う
（
自
由
記
述
は
夫
八
六
人
、
妻
一
五
二
人
か
ら
得
ら
れ
た
）
。
自
由
記

述
で
は
、
「
女
性
が
結
婚
・
出
産
後
も
働
き
続
け
る
こ
と
に
つ
い
て
」
の
意
見
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。
自
由
記
述
に
は
既
婚
女
性
の
就
業
を
積

極
的
に
支
持
す
る
前
向
き
な
意
見
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、
前
向
き
な
意
見
と
と
も
に
「
能
力
が
あ
る
女
性
な
ら
ば
」
「
家
事
・
育

児
に
支
障
が
な
け
れ
ば
」
と
い
う
前
提
条
件
が
必
ず
付
い
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
本
稿
の
テ
ー
マ
に
沿
う
も

児
に
支
障
が
な
け
れ
ば
」
‐

の
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。

近
年
の
日
本
の
経
済
不
況
は
、
あ
る
意
味
で
「
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
」
像
を
も
っ
と
強
く
浮
上
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
い
る

よ
う
だ
。
経
済
不
況
に
よ
っ
て
、
「
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
夫
」
像
が
強
ま
る
可
能
性
も
あ
る
現
在
だ
か
ら
こ
そ
、
「
経
済
的
責
任
者
と
し
て

の
夫
」
の
呪
縛
を
解
く
こ
と
、
そ
れ
も
男
性
自
身
が
そ
の
呪
縛
か
ら
解
か
れ
る
こ
と
が
、
性
別
役
割
分
業
社
会
か
ら
脱
性
別
役
割
分
業
社
会
へ
、

五
お
わ
り
に
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ま
た
、
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
も
仕
事
も
」
と
い
う
新
性
別
役
割
分
業
社
会
か
ら
脱
性
別
役
割
分
業
社
会
へ
と
変
化
す
る
最
も
大
き
な
き
つ

（
↓
）

か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

T注
、〆

（
２
）
性
別
役
割
分
業
を
支
持
し
て
い
る
夫
と
妻
は
、
「
夫
の
義
務
・
愛
情
」
、
「
妻
の
義
務
・
愛
情
」
に
つ
い
て
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
を
み
る
と
、

性
別
役
割
分
業
を
否
定
し
て
い
た
夫
と
妻
よ
り
は
る
か
に
高
い
九
割
前
後
の
支
持
率
を
示
し
て
い
た
。

（
３
）
「
職
業
意
識
」
と
夫
と
妻
の
属
性
と
の
関
連
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
項
目
的
と
帥
で
収
入
と
統
計
的
に
有
意
差
が
み
ら
れ
た
。
夫
も
妻
も
、

収
入
が
高
い
ほ
ど
、
「
職
業
を
持
っ
て
い
る
女
性
が
、
家
庭
の
行
事
や
子
ど
も
の
学
校
の
行
事
と
職
場
の
行
事
が
重
な
っ
た
場
合
、
妻
が
職
場

の
行
事
を
選
択
す
る
の
は
当
然
」
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
他
の
属
性
と
の
関
連
は
本
稿
で
は
省
略
し
た
。

（
４
）
伊
藤
公
雄
は
「
男
た
ち
も
そ
ろ
そ
ろ
古
い
窮
屈
な
『
男
ら
し
さ
』
の
鎧
を
脱
ぎ
捨
て
る
時
期
だ
」
と
訴
え
て
い
る
。
伊
藤
の
い
う
男
ら
し
さ

か
ら
の
解
放
の
基
本
こ
そ
「
経
済
的
責
任
者
と
し
て
の
男
性
」
を
演
じ
る
こ
と
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
［
伊
藤

型
」
を
支
珪

広
報
室

査
』
］
［
総
極

論
調
査
筐
。

二
○
○
○
年
に
総
理
府
広
報
室
が
実
施
し
た
「
男
女
共
同
参
画
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
」
で
、
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
考
え

方
に
同
感
し
た
の
は
、
男
性
の
二
九
・
六
％
、
女
性
の
二
一
・
四
％
で
あ
る
。
一
九
七
二
年
の
意
識
調
査
で
は
、
男
性
の
八
三
・
八
％
、
女
性

の
八
三
・
二
％
が
同
意
見
に
賛
成
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
か
な
り
減
少
し
て
い
る
。
で
は
、
既
婚
女
性
の
就
業
に
つ
い
て
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
一
九
九
二
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
育
児
後
再
就
業
型
」
を
支
持
し
て
い
る
人
は
、
男
性
の
三
九
・
二
％
、
女
性
の
四
五
・
四
％

で
、
「
就
業
継
続
型
」
を
支
持
し
て
い
る
人
は
、
男
性
の
一
九
・
八
％
、
女
性
の
二
六
・
三
％
で
あ
っ
た
。
二
○
○
○
年
の
調
査
で
は
、
男
性

の
三
五
・
○
％
、
女
性
の
三
九
・
八
％
が
「
育
児
後
再
就
業
型
」
を
支
持
し
、
男
性
の
三
一
・
五
％
、
女
性
の
三
四
・
四
％
が
「
就
業
継
続

型
」
を
支
持
し
て
お
り
、
一
九
九
二
年
の
調
査
と
比
べ
る
と
、
「
就
業
継
続
型
」
を
支
持
し
て
い
る
割
合
が
男
女
と
も
増
え
て
い
る
［
総
理
府

広
報
室
一
九
七
二
『
婦
人
問
題
（
総
合
）
に
関
す
る
意
識
調
査
邑
［
総
理
府
広
報
室
一
九
七
二
『
婦
人
問
題
（
男
性
）
に
関
す
る
意
識
調

査
』
］
［
総
理
府
広
報
室
一
九
九
二
『
男
女
平
等
に
関
す
る
世
論
調
査
巳
［
総
理
府
広
報
室
二
○
○
○
「
男
女
共
同
参
画
社
会
に
関
す
る
世

一
九
九
六
亜
五
］
。
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